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５．将来像に向けての基本施策 

 将来像に向けての基本施策の体系は次のようになります。そして、それぞれの基本施策の内

容について詳述します。 

【桐生市水道事業の将来像】 

 桐生市水道事業は、「おいしい」「活力」「安定」の面でレベル

アップした２１世紀の水道事業へと「再生」します。 

施設更新（施設整備）

①桐生市の「おいしい水道水」を市民に広めていきます。 

   水道局からの情報提供、イベントの実施（利き水等） 

⑤良好な水源をより活かした水道施設を目指します。 

   （仮称）梅田浄水場の建設、水運用の見直し 

⑥おいしい水の供給に取り組みます。 

   適正な残留塩素濃度、小規模受水槽の管理改善 

⑧安定かつ効率的な水道施設の構築に取り組みます。 

   水運用方法の見直し、水圧不安定地域の解消 

⑦水道施設の災害対策を推進します。 

   老朽化施設の改良、緊急時バックアップの充実 

⑩健全な事業経営に努めます。 

   長期的な財政見通し、維持管理の効率化、職員の技術継承 

②水道施設の歴史的価値を高めます。 

   水道事業の歴史の市民 PR、歴史的遺産の活用 

⑨地球温暖化対策に貢献します。 

   水運用方法の見直し、（仮称）梅田浄水場の活用 

 

施設の安定化・効率化 

市民との協働  

③桐生市の水質検査技術をＰＲしていきます。 

   ホームページ等での技術公表、研究発表会等での発表 

④桐生市の産業・文化の活性化に貢献していきます。 

   水需要拡大の取り組み、「桐生川源流水」の活用 

桐生市水道のＰＲ 

⑪上水道事業と簡易水道事業との経営統合を目指します。 

   （馬立簡易水道、黒保根簡易水道） 
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5.1 基本施策の内容 
 

 

 
 桐生市の水道水が全国的にみて「おいしい水」であることを、利用者である市民に積極的に

PR していきます。このことによって、ミネラルウォーターを飲用する市民の嗜好が、水道水へと
変わっていくように働きかけていきます。 
 そしてこのような施策の推進により、水道と市民がより身近な関係になっていくことを期待しま

す。 

【具体的な施策】 
 市イベント等における「桐生川源流水」の利用 
 「おいしい水」に着目した水質試験結果の公表 
（現在は水道の安全性に視点をおいた水質試験結果の公表） 

 市民が水質に関心をもつようなイベントの実施（利き水など） 

 
 

 
 桐生市水道事業の 70 年以上の歴史の価値については、市民に十分浸透しているとはいえ
ません。現在、歴史的遺産（水道山記念館等）が有形文化財として登録されていますが、この

ような水道施設の歴史的な価値を県内外に積極的に PR していきます。 
 また市民に歴史的な価値を浸透していくためには、地域学習の場として水道山記念館等を

積極的に活用していきます。 
 そして、これらの歴史的遺産の保全については、水道事業だけでなく市民との協働も必要で

あると考えます。 

【具体的な施策】 
 水道事業の歴史の市民 PR 
 地域学習への歴史的遺産（水道山記念館等）の積極的な活用 
 市民との協働による歴史的遺産の保全 

 

②水道施設の歴史的価値を高めます。 

①桐生市の「おいしい水道水」を市民に広めていきます。

市民との協働 



 44

 

 
 桐生市水道事業は渡良瀬川表流水の水質問題もあって、古くから水質検査（特に重金属の

水質検査）に積極的に取り組んできました。このような背景から高度な水質検査技術を有して

おり、桐生市水道事業が PRできる一つの項目となっています。 
 これまで同様、水質検査技術を研究発表会等で報告するとともに、ホームページの充実を図

ることで国内や国外にも PR していきます。そして、水質検査技術の協力要請等があった場合
には、積極的に協力していきます。 
 

【具体的な施策】 
 水質検査技術の PR 
（研究発表会等での報告、ホームページの充実（英語等）） 

 水質検査技術支援 

 
 

 
 桐生市は山紫水明のまちとして、古くから水に関連した代表的な産業である織物産業が発

展してきました。このような桐生市の良好で豊かな水を活かすべく、桐生市水道事業としても積

極的に取り組んでいきます。 
 具体的には、清浄で豊富な水道水の活用方策検討が挙げられます。近年、需要が拡大して

いるミネラルウォーターの製造業や半導体産業などは、多量な水を必要とする産業であり、桐

生市の清浄で豊富な水道水は大きな魅力になるはずです。今後、これらの産業が桐生市で

発展していくような環境づくりを、関係部局とともに検討していきます。 
 また、これらの産業が桐生市に関心をもつためには、桐生市の良好で豊かな水を県内外に

PRしていく必要があります。水道事業ができることとしては「桐生川源流水」のPRがあります。 
 このような取り組みを通じて、桐生市が再び水に関連した産業のまちとして活性化していくよ

うに働きかけていきます。 
 

【具体的な施策】 
 地域産業における水道水の活用方策検討（関係部局との連携） 
 「桐生川源流水」の PR（ペットボトルのイベントでの無料配布と通年販売活動） 
 水道局からの県内外への積極的なＰＲ活動 
（ホームページの拡充） 

桐生市水道のＰＲ 

④桐生市の産業・文化の活性化に貢献していきます。 

③桐生市の水質検査技術をＰＲしていきます。 
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 旧桐生地区については、良好な桐生川の水源を有効活用できるように、梅田地区に（仮称）

梅田浄水場を建設します。そして、（仮称）梅田浄水場の施設能力を現在の上菱浄水場の２

倍以上に整備することで、旧桐生地区については現在の２倍以上の市民が桐生川の水源を

利用することとなります。 
 また、元宿浄水場や新里地区の取水施設についても、現在の良好な水道水を供給できるよ

うに施設の維持管理に努めます。 

【具体的な施策】 
 （仮称）梅田浄水場の建設 
 （仮称）梅田浄水場を活かした送配水系統への再編成 
 水源及び浄水施設の維持管理 

 
 

 
 市民に「おいしい水」を供給するためには、現在の良好な水源や浄水施設の整備だけでなく、

浄水場から各家庭までの水質管理が重要となります。 
 旧桐生地区については、（仮称）梅田浄水場の建設に伴って送配水系統を再編成すること

により、元宿浄水場配水区域の水道水の残留塩素改善に努めます。 
 また、市内に数多く点在している小規模受水槽の管理の改善に向けて、配水管から各家庭

に直接給水する「直結給水」を推進します。 
 

【具体的な施策】 
 （仮称）梅田浄水場を活かした送配水系統への再編成 
（元宿浄水場配水区域の縮小） 

 直結給水の推進 
 「水質検査計画」に基づく給水栓水の水質検査の実施 
※小規模受水槽 
受水槽の容量が 10ｍ³以下のもの 

 

施設更新（施設整備）

⑥おいしい水の供給に取り組みます。 

⑤良好な水源をより活かした水道施設を目指します。 
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 水道施設の災害対策については、「壊れない水道施設への整備」「水道施設が壊れたときの

バックアップ」の２種類の側面から推進していく必要があります。 
 「壊れない水道施設への整備」については、耐震診断（一次診断）で問題視されている主要

施設については施設の再編成をふまえ段階的に二次診断を行い、施設の耐震性を検証しま

す。そして耐震対策が必要な施設については速やかに対策を実施します。また老朽化してい

る主要管路や新里地区の石綿セメント管についても布設替えを進めていきます。 
 「水道施設が壊れたときのバックアップ」については、旧桐生地区・新里地区の相互連絡管

の整備について検討します。 
 なお、これらの災害対策の推進は常日頃使用しないにもかかわらず、多大な整備費用が必

要です。このため市民の理解を得ながら整備を進めていくだけでなく、市民自らの災害対策も

重要となります。 

【具体的な施策】 
 耐震診断（一次診断）で問題視されている主要施設の施設再編成をふまえた段階的
な二次診断の実施 

 老朽化している主要管路の布設替え 
 旧桐生地区・新里地区の相互連絡管の整備検討 
 水道と市民が協働した災害対策の必要性を PR 

 
 

⑦水道施設の災害対策を推進します。 
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 現在の水道施設の課題及び今後の水需要の見通しをふまえ、安定かつ効率的な水道施設

へと再編成を図ります。 
 旧桐生地区については、（仮称）梅田浄水場の整備に伴って浄水能力に余裕が生じることか

ら、施設老朽化が進んでいる元宿浄水場（１系）と上菱浄水場を廃止します。また、（仮称）梅

田浄水場を積極的に活用することにより、運用コストの軽減に努めます。加えて、加圧所のポ

ンプ作動により水圧影響が生じる地域には管路整備を行います。 
 新里地区については、現在の地下水水源への負担が大きいことから、水源の安定性確保の

ための施策を進めます。現在、３種類の具体的施策（不二山浄水場の再開、新規地下水の開

発、受水量の増量）について、今後の水需要動向をふまえ検討中です。 

【具体的な施策】 
 （仮称）梅田浄水場を活かした送配水系統への再編成 
 加圧所送水管整備（一色、梅田、栃久保） 
 新里地区における水源の安定性確保【３種類の具体的施策を比較検討】 
（不二山浄水場の再開、新規地下水の開発、受水量の増量） 

 

 
 桐生市が現在取り組んでいる「桐生市地球温暖化対策実行計画」に向けて、水道事業とし

て CO2排出量の削減に努める必要があります。 
 旧桐生地区については、（仮称）梅田浄水場を積極的な活用による運用コストの軽減が、地

球温暖化対策に繋がっていきます。またエネルギーを多量に使用する個々の水道施設（浄水

場、加圧所）について、運用方法の効率化について検討し、エネルギーの削減に努めます。 
 新里地区・黒保根地区については、基本的に自然流下方式のため、旧桐生地区と比較して

地球環境に優しい施設といえますが、取水ポンプ等の運用の効率化に努めていきます。 
 将来的には市民に対する地球温暖化対策の PR として、環境会計※の導入が望まれます。 

【具体的な施策】 
 （仮称）梅田浄水場を活かした送配水系統への再編成 
 個々の水道施設の運用効率化検討 
 環境会計の導入 
※環境会計 
 事業活動での環境保全のために投じたコストと、その活動によって得られた効果をできる限り定

量的に測定する会計手法のこと。環境保全に投資したコストやその成果などを情報公開し、事業

経営に活かすツールとしての役割が期待されます。 

施設の安定化・効率化

⑨地球温暖化対策に貢献します。 

⑧安定かつ効率的な水道施設の構築に取り組みます。 
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 今後の水需要の動向をふまえると、料金収入（給水収益）は減少していくことが推察されます。

一方、既存の水道施設の老朽化対策や（仮称）梅田浄水場の整備など、水道施設への投資

はこれまで以上に必要となっている状況です。 
 桐生市水道事業が健全な事業経営であるために、水道再生マスタープランに要する施設整

備を予め把握（長期的な財政シミュレーション）し、その結果をふまえて段階的に施策の見直

しを図っていきます。また市民の理解の下での、財源の確保も必要です。 
 水道施設の維持管理面についても、職員の技術継承や、維持管理の効率化に努めていき

ます。 

【具体的な施策】 
 財政の長期見通しをふまえた段階的な施策の見直し 
 市民の理解の下での財源の確保 
 職員の技術継承 
 維持管理のより一層の効率化 

 
 

 
 桐生市には、馬立簡易水道事業と黒保根簡易水道事業の二つの簡易水道事業があり、そ

れぞれ独自に事業を行っています。馬立簡易水道事業は、市民部生活環境課、黒保根簡易

水道事業は、黒保根支所、地域振興整備課が所管しています。また、馬立簡易水道事業の

維持管理及び水質検査は、生活環境課より委託を受け桐生市水道事業が行っています。 
 黒保根簡易水道事業については、維持管理を地域振興整備課が担当し、水質検査につき

ましては、地域振興整備課より委託を受け、桐生市水道事業が行っております。このような状

況の中、施設の接続はありませんが、上水道事業と簡易水道事業の統合を目指し「上水道・

簡易水道連絡協議会」で検討しています。 

【具体的な施策】 
 上水道事業と簡易水道事業の経営統合の推進 
（上水道・簡易水道連絡協議会で検討） 

 馬立簡易水道事業の上水道事業化への検討 
（馬立簡易水道施設と上水道施設との接続） 

⑪上水道事業と簡易水道事業との経営統合を目指します。 

⑩健全な事業経営に努めます。 
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5.2 基本施策実現のための具体的なイベント等 
 基本施策実現のために、次のようなイベントを開催していきます。 
 

 
 毎年、水道週間（6月1日～7日）の時期に、水道局と市民の交流イベントを開催することで、
水道局がより市民の身近な存在となるように努めていきます。 

 

 
   小学生の作品展 
 小学校３年生と６年生から図画、 
 毛筆書写、標語を募集 
 市役所玄関ロビーや水道記念館 
 に展示。 

 
  水道記念館の四季 
  琴の演奏会など実施。 
 

 
 
 

元宿浄水場の見学会 
水づくりに必要な、普段目にすることのできない施設を見学。 

  
 

水道週間でのイベント 
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 小学生の社会科学習の一環として、副読本への情報提供や出前講座により子供たちに水

道施設の仕組み等を紹介していきます。このような水道学習を通じて、子供たちは水の大切さ

を理解していきます。 
 

 
 
 
 
 
 

      
小学生（３・４年）の社会科学習の副読本 

子供たちの水道学習 
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 市民の水道事業や水への関心を高めるため、水道局の主催による絵画コンテストやフォトコ

ンテストの開催を検討していきます。 

 

梅田湖（桐生川ダム貯水池）の風景 

 

 
 一般の市民に対しても水道施設を公開したり、イベント（利き水等）を実施するなど、水道局

から積極的に情報提供していきます。 

 

一般の市民による水道施設見学 

元宿浄水場の絵画コンテスト 

水のある風景のフォトコンテスト 

水道局からの情報提供 
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 今後も「おいしい水」を供給していくため、きめ細やかな水質検査や監視活動を行うとともに、

流域住民やボランティア団体等と協働し水道水源保全に努めていきます。 
 

 

ボランティアによる水源保全活動 

 
 上記のほかに、次のようなイベントが挙げられます。 

 桐生川の自然観察 
 夏の打ち水 

水源の保全活動 
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5.3 基本施策実現のための施設整備 
 基本施策実現のために必要となる施設整備（桐生川水源施設の整備、元宿浄水場の更新

等）は次のとおりです。 
 

（１）施設整備項目 
 「桐生市水道再生マスタープラン」で進めていく施設整備は、次の５項目です。約 20 年後を
目標とした計画であるため、桐生市内の水道施設の多くについて整備を行います。 
 

① 桐生川水源施設の整備 
 「おいしい」桐生川水源の積極的な活用、渡良瀬川と桐生川の給水域バランスとい

った「安定」の観点から、桐生川水源を活用するための施設を整備します。 
 

② 元宿浄水場（機械・電気設備）の更新 
 現在「おいしい」水道水を供給している元宿浄水場が、将来的に永続的に利用で

きるように、老朽化が進行している機械・電気設備を更新します。 
 

③ 送配水系統の整備 
 一部地域における水圧「安定」の確保、非常時における「安定」の視点から、送水

管・配水管の整備を行います。送水管を整備することで、桐生川水源の有効活用が

可能となり、運用コストの軽減やＣＯ２排出量の削減につながります。 
 

④ 機械・電気設備の更新、維持管理の効率化 
 今後も「安定」的に水道水を供給できるように、配水場・加圧所の機械・電気設備を

段階的に更新します。あわせて、維持管理の効率化を図るべく、元宿浄水場を中心

とした集中監視システムを構築します。 
 

⑤ 新里地区における安定水源の確保 
 新里地区の地下水の運用上の負荷を改善するため表流水源確保等の施策を実

施することで、新里地区の「安定」水源を確保します。 
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 下記に５項目の施設整備項目と、施設整備後のイメージを示します。 
 
【現状】 

 
 
 

【施設整備後】 

 

新里地区

給水区域

元宿浄水場

給水区域 

上菱浄水場

給水区域 

①桐生川水源

 施設の整備 

②元宿浄水場

（機械・電気設

備）の更新 

③送配水系統

 の整備 

⑤新里地区に 

 おける安定 

 水源の確保 

【給水区域全般】 

④機械・電気設備の更新、

 維持管理の効率化 

新里地区

給水区域

元宿浄水場

給水区域 

（仮称）梅田

浄水場 

給水区域 

①（仮称）梅田

浄水場の新設

②元宿（２系） 

のリニューアル

 （１系は廃止）

③渡良瀬川と桐生川の

 水源間の相互融通、 

 （仮称）梅田浄水場の

 給水区域の拡大 

⑤新里地区に 

 おける水源 

 の安定化 

【給水区域全般】 

④元宿浄水場を中心とした

 集中監視システムの構築
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（２）施設整備内容 
 54ページで掲げた５項目の施設整備内容は次のとおりです。 
 

①桐生川水源施設の整備 
 桐生川水源施設の整備については、桐生川ダムの貯留権をすべて有効活用できるように、

取水能力 34,500m³／日の（仮称）梅田浄水場を建設します。 
 （仮称）梅田浄水場 34,500m³／日の建設のメリット・デメリットを整理すると次のとおりです。 

 

 
 なお、桐生川水源施設の整備については、下記の２ケースについても検討し、施設整備費

用やメリット・デメリットの比較を行いました。 
 （仮称）梅田浄水場 17,000m³／日の建設 
桐生川ダムの貯留権を活用し、上菱浄水場と同等の機能の浄水場を建設します。 
メリット 取水能力 34,500ｍ³／日よりも少ない投資で、浄水場を建設可能です。 
デメリット 運用コスト（ＣＯ２ 排出量）の削減はあまり期待できません。 

 上菱浄水場 15,300 m³／日の更新 
老朽化している現在の上菱浄水場を更新することで、将来へと対応します。 
メリット 既存施設を活かすことによって、取水能力 34,500ｍ³／日よりも少ない投資で 

更新可能です。 
デメリット 「安定」「おいしい」の面でのレベルアップはできません。 
 施設更新時において、仮設の施設等が必要となります。 

 
 

②元宿浄水場（機械・電気設備）の更新 
 約 20 年後の目標年度に向けて、現在の元宿浄水場を永続的に利用していくためには、機
械・電気設備の更新が必要です。そこで次のような条件の下、更新費用を算出しました。 

 法定耐用年数評価に基づき、すべての機械・電気設備（平成 17～18 年度に更新した
設備を除く）が今後 20年間に１回更新する条件で、更新費用を算出しました。 

 元宿浄水場（１系）施設は廃止と位置づけ、更新費用を計上していません。 
 元宿浄水場（２系）の土木施設については今後 20年間、更新の必要性はないと判断し
ますが、耐震補強の必要な部分については整備費用を計上しました。 

 

 【メリット】 桐生川水源を有効活用することによって、 
  運用コスト（ＣＯ２排出量）を削減することが可能です。 
 【デメリット】 浄水場の建設に多大な投資が必要となります。 
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③送配水系統の整備 
 桐生川水源施設の整備とともに、渡良瀬川水源と桐生川水源の相互融通を可能にするよう

な送水管を整備します。 
 このような送水管の整備によって、いずれかの水源の事故時におけるバックアップが可能と

なります。 
 

 送水管は上菱低区配水場～
水道山低区配水場を想定。 
 

 桐生川水源施設の整備ケー
スに応じて、整備費用が異な

ります。 
 
 

④機械・電気設備の更新、維持管理の効率化 
 配水場や加圧所についても、永続的に利用するためには機械・電気設備の更新が必要で

す。これらの更新費用についても元宿浄水場と同様に、法定耐用年数評価に基づいて更新

費用を算出しました（今後 20年間に１回更新する条件）。 
 そして維持管理の効率化を図るべく、元宿浄水場に集中監視システムを構築します。 
 
 

⑤新里地区における安定水源の確保 
 新里地区については、次の３種類の施策があります。それぞれメリット・デメリットを有しており、

今後、推進すべき施策を検討していきます。 

 

Ａ．不二山浄水場の再稼動 
現在、休止中の不二山浄水場を再開します。 
【課題】 沢田川の表流水源は水質の悪化や河川の水量不足により取水を休止している

ため、新たな表流水の水源対策が必要となります。 

Ｂ．新規地下水の開発 
安定水源を確保するために、1,000ｍ³／日の井戸×３を開発します。費用的には「Ａ．不
二山浄水場の再稼動」よりも安い施策です。 
【課題】 1,000㎥／日の取水能力を必ず確保できるとは限りません。 

Ｃ．受水量の増量 
県央第二用水供給事業からの受水量を増やします。整備費用は必要ありません。 
【課題】 今後、受水費が増大します。 

元宿浄水場
給水区域

上菱浄水場
給水区域

送水管の整備
によって相互
融通が可能
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（３）施設整備に伴う運用コスト等の削減効果 
 このような施設整備を行うことで、下記に示すような運用コスト（CO2 排出量）の削減といった

効果が得られます。 

（仮称）梅田浄水場の建設による
運用コスト（ＣＯ２排出量）の削減

【現在】
上菱浄水場

元宿浄水場

配水

配水
配水

送水
（ポンプ使用）

【平成17年度実績】
○浄水場の使用電力

（旧桐生地区）
４,６２９千kWh／年
≪同規模の水道事業と
比較すると大きな値≫

○浄水場の使用電力による

ＣＯ２排出量
約１,７５０トン／年

○年間薬品費
約１,７２０万円

配水場

エネルギーが
必要⇒ＣＯ２

 
 

【梅田建設後】 （仮称）梅田
浄水場

元宿浄水場

配水

配水
配水

送水
（自然流下）

【（仮称）梅田浄水場が

建設されたときの試算】
○浄水場の使用電力

（旧桐生地区）
３,４７１千kWh／年
≪年間約1,500万円
動力費を縮減≫

○浄水場の使用電力による

ＣＯ２排出量
約１,３５０トン／年
≪ＣＯ２排出量を23％削減≫

○年間薬品費
≪上菱の１ｍ３あたり薬品費は
元宿より若干安い≫
約１,５６０万円
≪年間約160万円の薬品費を
縮減（－9.3%）≫

配水場

新設

エネルギーが
不要⇒ＣＯ２削減
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（４）施設整備内容のまとめ 
 各地区の施設整備内容をまとめると次のとおりです。 
 

【旧桐生地区】 
施策内容 施設整備内容 

①桐生川水源施設の 
 整備 （仮称）梅田浄水場 34,500m³/日の建設 

②元宿浄水場（機械・ 
 電気設備）の更新 元宿浄水場（２系）機械・電気設備更新 

③送配水系統の整備 送水管・配水管整備 

④機械・電気設備の更新、 
 維持管理の効率化 

配水場・加圧所の機械・電気設備更新、 
集中監視システム構築 

 

【新里地区】 
基本施策 施設整備内容 

⑤新里地区における 
 安定水源の確保 

・新たな表流水源の開発 
・新規地下水の開発 
・受水量の増量 
 （３種類の施策を今後比較・検討） 

④機械・電気設備の更新、 
 維持管理の効率化 取水施設等の機械・電気設備更新 

 
 

（５）施設整備費用 
 「桐生市水道再生マスタープラン」で進めていく施設整備費用（今後 20 年間）を、上水道を
使用している市民約 128千人（H17年度末）で負担すると、次のとおりとなります。 
 

「桐生市水道再生マスタープラン」の施設整備（今後20年間）は、 

桐生市民１人あたり約2０円／日  

の協力が必要となります。 
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（６）施設整備計画 
 以上に示した施設整備は、次のようなスケジュールで進めていきます。 
 

施設整備スケジュール 

施設整備項目 

短期計画 

【桐生川水源施設 

整備に係る準備】 

（約５年後を目標） 

中期計画 

【桐生川水源施設の

整備】 

（約 10 年後を目標） 

長期計画 

【水運用効率化に向

けた整備】 

（約 20 年後を目標）

①桐生川水源施設の 
 整備 

桐生川水源施設の設

計、及び導水管整備

等 

桐生川水源施設の建

設（または上菱浄水

場更新） 

 

②元宿浄水場（機械・ 
 電気設備）の更新 

機械・電気設備の更

新（早急な対策が必

要なもの）、一部施

設の耐震対策 

（桐生川水源施設整

備期間中は、必要最

小限の整備） 

機械・電気設備の更

新 

 

 

③送配水系統の整備 
送水管の一部整備、

加圧所送配水兼用管

の解消 

送水管整備、（仮称）

梅田浄水場配水管整

備 

 

④機械・電気設備の 
 更新、維持管理の 
 効率化 
 （新里地区の取水 
  施設を含む） 

（必要最小限の整備） 

配水場・加圧所の機

械・電気設備更新、

集中監視システム

構築 

⑤新里地区における 
 安定水源の確保 

３種類の施策を検討

の上、施設整備の実

施 
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5.4 桐生広域圏における水道の考え方 
 将来的な桐生広域圏の水道の考え方（案）を以下に示します。桐生市水道事業の取り組み

だけでなく、このような広域的な取り組みも重要です。 
 

 

 
 エネルギーの削減を図るべく自然流下方式を基本とした浄水場と配水区域の対応関係と
なるように配水区域を再編成します。また、配水区域間の非常時における水融通の可能

性について検討していきます。 
 

 

給水区域 

梅田 

元宿

塩原 

新里 

黒保

根 

東

水源 

凡  例 

水源間の

相互融通




